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附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
年
七
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
行
政
書
士
法
（
以

下
「
新
法
」
と
い
う
。）第
二
条
の
二
第
四
号
の
規
定
は

こ
の
法
律
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。）

以
後
に
同
号
に
規
定
す
る
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
に
つ
い

て
、
新
法
第
二
条
の
二
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
の
規

定
は
施
行
日
以
後
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
処
分

を
受
け
た
者
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
こ
の
法

律
に
よ
る
改
正
前
の
行
政
書
士
法
（
以
下
「
旧
法
」
と

い
う
。）第
二
条
の
二
第
四
号
に
規
定
す
る
刑
に
処
せ
ら

れ
た
者
の
当
該
刑
に
係
る
欠
格
事
由
及
び
施
行
日
前
に

旧
法
第
二
条
の
二
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
の
規
定
に

規
定
す
る
処
分
を
受
け
た
者
の
当
該
処
分
に
係
る
欠
格

事
由
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

新
法
第
二
条
の
二
第
八
号
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後

に
同
号
に
規
定
す
る
処
分
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
適
用

す
る
。

３

新
法
第
十
三
条
の
五
第
二
項
第
二
号
の
規
定
は
、
施

行
日
以
後
に
同
号
に
規
定
す
る
処
分
を
受
け
た
場
合
に

つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
旧
法
第
十
三
条
の
五
第

二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
処
分
を
受
け
た
場
合
の
当
該

処
分
に
係
る
社
員
の
欠
格
事
由
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

４

新
法
第
十
四
条
第
二
号
の
規
定
は
、
行
政
書
士
の
施

行
日
以
後
に
し
た
新
法
若
し
く
は
新
法
に
基
づ
く
命

令
、
規
則
そ
の
他
都
道
府
県
知
事
の
処
分
に
違
反
す
る

行
為
又
は
行
政
書
士
た
る
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
重
大
な

非
行
に
つ
い
て
適
用
し
、
行
政
書
士
の
施
行
日
前
に
し

た
旧
法
若
し
く
は
旧
法
に
基
づ
く
命
令
、
規
則
そ
の
他

都
道
府
県
知
事
の
処
分
に
違
反
す
る
行
為
又
は
行
政
書

士
た
る
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
重
大
な
非
行
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

５

新
法
第
十
四
条
の
二
第
一
項
第
二
号
及
び
第
二
項
第

二
号
の
規
定
は
、
行
政
書
士
法
人
の
施
行
日
以
後
に
し

た
新
法
若
し
く
は
新
法
に
基
づ
く
命
令
、
規
則
そ
の
他

都
道
府
県
知
事
の
処
分
に
違
反
す
る
行
為
又
は
著
し
く

不
当
と
認
め
ら
れ
る
運
営
に
つ
い
て
適
用
し
、
行
政
書

士
法
人
の
施
行
日
前
に
し
た
旧
法
若
し
く
は
旧
法
に
基

づ
く
命
令
、
規
則
そ
の
他
都
道
府
県
知
事
の
処
分
に
違

反
す
る
行
為
又
は
著
し
く
不
当
と
認
め
ら
れ
る
運
営
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

総
務
大
臣

増
田

寛
也

内
閣
総
理
大
臣

福
田

康
夫

行
政
書
士
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。

御

名

御

璽

平
成
二
十
年
一
月
十
七
日

内
閣
総
理
大
臣

福
田

康
夫

法
律
第
三
号

行
政
書
士
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

行
政
書
士
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
三
第
一
号
中
「
手
続
」
の
下
に
「
及
び
当
該

官
公
署
に
提
出
す
る
書
類
に
係
る
許
認
可
等
（
行
政
手
続

法
（
平
成
五
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
条
第
三
号
に
規

定
す
る
許
認
可
等
及
び
当
該
書
類
の
受
理
を
い
う
。）に
関

し
て
行
わ
れ
る
聴
聞
又
は
弁
明
の
機
会
の
付
与
の
手
続
そ

の
他
の
意
見
陳
述
の
た
め
の
手
続
に
お
い
て
当
該
官
公
署

に
対
し
て
す
る
行
為
（
弁
護
士
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
二
百
五
号
）
第
七
十
二
条
に
規
定
す
る
法
律
事
件
に
関

す
る
法
律
事
務
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。）」を
加
え
る
。

第
二
条
の
二
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
の
規
定
中
「
二

年
」
を
「
三
年
」
に
改
め
、同
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

八

懲
戒
処
分
に
よ
り
、
弁
護
士
会
か
ら
除
名
さ
れ
、

公
認
会
計
士
の
登
録
の
抹
消
の
処
分
を
受
け
、
弁
理

士
、
税
理
士
、
司
法
書
士
若
し
く
は
土
地
家
屋
調
査

士
の
業
務
を
禁
止
さ
れ
、
又
は
社
会
保
険
労
務
士
の

失
格
処
分
を
受
け
た
者
で
、
こ
れ
ら
の
処
分
を
受
け

た
日
か
ら
三
年
を
経
過
し
な
い
者

第
七
条
第
一
項
第
一
号
中
「
又
は
第
七
号
」
を
「
、
第

七
号
又
は
第
八
号
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
の
五
第
二
項
第
二
号
中
「
二
年
」
を「
三
年
」

に
改
め
る
。

第
十
四
条
第
二
号
並
び
に
第
十
四
条
の
二
第
一
項
第
二

号
及
び
第
二
項
第
二
号
中
「
一
年
」
を
「
二
年
」
に
改
め

る
。第

十
四
条
の
三
第
三
項
中「（
平
成
五
年
法
律
第
八
十
八

号
）」を
削
る
。

第
二
十
一
条
及
び
第
二
十
二
条
第
一
項
中「
五
十
万
円
」

を
「
百
万
円
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
の
四
及
び
第
二
十
三
条
中
「
三
十
万
円
」

を
「
百
万
円
」
に
改
め
る
。
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